
議決
番号

議 案 番 号 議決結果

５７ 議案第 61 号 生駒市法令遵守委員会委員の委嘱について 同 意

５８ 議案第 62 号
生駒市病院事業推進委員会委員の委嘱及び任命につ
いて

同 意

５９ 諮問第 2 号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること
について

適任

議決
番号

議 案 番 号 議決結果

６０ 議案第 53 号
生駒市選挙公営に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

原案可決

６１ 議案第 59 号
生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

原案可決

議決
番号

議 案 番 号 議決結果

６２ 議案第 51 号 令和７年度生駒市一般会計補正予算（第２回）
別紙の
とおり
修正可決

６３ 議案第 52 号
令和７年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第１
回）

原案可決

６４ 議案第 54 号
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び生
駒市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

原案可決

令和７年生駒市議会第５回定例会議決結果（令和７年９月２日）

令和７年生駒市議会第５回定例会議決結果（令和７年９月３０日）

件 名

件 名

件 名

令和７年生駒市議会第５回定例会議決結果（令和７年９月４日）
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議決
番号

議 案 番 号 議決結果

６５ 議案第 55 号
篤志寄附基金条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

６６ 議案第 56 号 生駒市企業版ふるさと納税基金条例の制定について 原案可決

６７ 議案第 57 号
生駒市特別会計設置条例を廃止する条例の制定につ
いて

原案可決

６８ 議案第 58 号
ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす条例を廃止する条例の制
定について

原案可決

６９ 議案第 60 号
生駒市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決

７０ 議案第 63 号 令和６年度生駒市一般会計決算の認定について 認定

７１ 議案第 64 号
令和６年度生駒市公共施設整備基金特別会計決算の
認定について

認定

７２ 議案第 65 号
令和６年度生駒市介護保険特別会計決算の認定につ
いて

認定

７３ 議案第 66 号
令和６年度生駒市国民健康保険特別会計決算の認定
について

認定

７４ 議案第 67 号
令和６年度生駒市後期高齢者医療特別会計決算の認
定について

認定

７５ 議案第 68 号 令和６年度生駒市水道事業会計決算の認定について 認定

７６ 議案第 69 号
令和６年度生駒市下水道事業会計剰余金の処分及び
決算の認定について

認定

７７ 議案第 70 号 令和６年度生駒市病院事業会計決算の認定について 認定

７８ 議案第 71 号 財産の取得について 原案可決

件 名
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議決
番号

議 案 番 号 議決結果

７９ 議案第 72 号 令和７年度生駒市一般会計補正予算（第３回） 原案可決

８０
議員提出

議案第 5 号
高山振興ワークショップ事業に係る事務を調査する
特別委員会の設置について

否決

令和７年生駒市議会第５回定例会議決結果（令和７年１０月６日）

件 名
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議案第５１号令和７年度生駒市一般会計補正予算（第２回）に対する修

正案 

 

議案第５１号令和７年度生駒市一般会計補正予算（第２回）の一部を次のよ

うに修正する。 

第１条中「１，３９４，４４２千円」を「１，３５１，３３３千円」に、「４

９,１１４,１１１千円」を「４９,０７１,００２千円」に改める。 

第１表歳入歳出予算中、 

「 

15 国庫支出金  8,132,356 62,947 8,195,303 

2 国庫補助金 1,690,439 62,947 1,753,386 

20 繰越金  403,069 862,306 1,265,375 

1 繰越金 403,069 862,306 1,265,375 

                                    」 

 を 

「 

15 国庫支出金  8,132,356 41,393 8,173,749 

2 国庫補助金 1,690,439 41,393 1,731,832 

20 繰越金  403,069 840,751 1,243,820 

1 繰越金 403,069 840,751 1,243,820 

                                   」 

 に、 

「 

歳 入 合 計 47,719,669 1,394,442 49,114,111 

                                    」 

  を 

「 

（別紙） 



 

 

歳 入 合 計 47,719,669 1,351,333 49,071,002 

 」 

に、 

「 

2 総務費  5,192,861 641,113 5,833,974 

1 総務管理費 4,064,464 641,113 4,705,577 

」 

 を 

「 

2 総務費  5,192,861 598,004 5,790,865 

1 総務管理費 4,064,464 598,004 4,662,468 

」 

に、 

「 

歳 出 合 計 47,719,669 1,394,442 49,114,111 

」 

を 

「 

歳 出 合 計 47,719,669 1,351,333 49,071,002 

」 

に改める。 

第３表債務負担行為補正中、 

「 

新しい地域コミュニティ構築推進業務 令和８年度 ２０，０３４ 

市 営 駐 車 場 指 定 管 理 業 務 
令和７年度から 

令和１２年度まで 
５８８，４９４ 

」 

 を 



 

 

「 

市 営 駐 車 場 指 定 管 理 業 務 
令和７年度から 

令和１２年度まで 
５８８，４９４ 

」 

に改める。 



 

 

令和７年度 生駒市一般会計補正予算（第２回）歳入歳出予算事項別明細書修正説明書 

 

歳入において、款15国庫支出金 項２国庫補助金 目１総務費国庫補助金 節１総務管理費補助金の「62,947千円」を「41,393千円」とし、款20繰越

金 項１繰越金 目１繰越金 節１繰越金の「862,306千円」を「840,751千円」とする。 

歳出において、款２総務費 項１総務管理費 目８市民活動費の特定財源の「国県支出金」の「21,554千円」を「0円」に、「一般財源」の「21,555千

円」を「0円」に、節１２委託料の「43,109千円」を「0円」とする。 

 

 

　　（款）15　国庫支出金

　　　　（項）2　国庫補助金 ［単位　千円］

修正案 原案 修正案 原案

41,393 62,947 577,270 598,824 1総務管理費補助金 △ 21,554

計 41,393 62,947 1,731,832 1,753,386 △ 21,554

　　（款）20　繰越金

　　　　（項）１　繰越金 ［単位　千円］

修正案 原案 修正案 原案

840,751 862,306 1,243,820 1,265,375 △ 21,555

計 840,751 862,306 1,243,820 1,265,375 △ 21,555

前年度繰越金

区分
金額

修正案 原案

１　繰越金
1繰越金 840,751 862,306

目
補正額 計

節

修正額 説　　　　　　　　　　　　　　明

１　総務費国庫補助金
41,393 62,947

新しい地方経済・生活環境創生交付金

目
補正額 計

節

修正額 説　　　　　　　　　　　　　　明
区分

金額

修正案 原案

 

歳入 



 

 

　(款）2　総務費

(項）1　総務管理費 ［単位　千円］

修正案 原案

8 市民活動費 0 43,109 150,869 193,978 0 21,554 0 21,555 0 43,109 △ 43,109

(国補） (国補）

0 21,554

598,004 641,113 4,662,468 4,705,577 0 21,554 468,004 489,559 △ 43,109

新しい地域コミュニティ構築推進事業
委託料

計

修正案 原案

12　委託料

節

修正額 説明
特定財源 一般財源

区分

金額

国県支出金
修正案 原案

補正額の財源内訳

目

補正額 計

修正案 原案 修正案 原案

 

歳出 


